
一
保
育
所
と
第
二
保
育
所
を

統
合
し
て
定
員
を
２
０
０
名

と
す
る
保
育
施
設
の
開
設
を

目
指
し
て
お
り
、
平
成
29
年

度
か
ら
平
成
31
年
度
ま
で
を

事
業
期
間
と
し
て
、
子
ど
も

を
安
全
に
保
育
・
教
育
す
る

環
境
を
整
備
し
て
い
き
ま
す
。

　

開
設
後
は
、
児
童
数
の
推

移
等
を
考
慮
し
な
が
ら
幼
稚

園
と
の
統
合
を
進
め
、
認
定

こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
と
保
育

所
の
両
方
の
良

さ
を
併
せ
持
つ

施
設
）
に
移
行

し
て
い
き
ま
す
。

　

御
影
保
育
所

は
、
平
成
31
年

度
を
目
途
に
認

定
こ
ど
も
園
に

移
行
し
ま
す
。

　

議
員
か
ら
は
、

町
民
意
見
の
聴

議 会 だ よ り 清水町
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第８回定例会

町は新たな保育施設を、第一保育所遊
戯室側の奥にある町有地（一部民有地
を購入予定）に建設する考えを示した

　

第
８
回
定
例
会
は
９
月
13
日
か
ら
28
日
ま
で
を
会
期
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

町
か
ら
は
行
政
報
告
３
件
が
示
さ
れ
た
ほ
か
、
報
告
２
件
、
一
般
会
計
を
含
む
６

会
計
の
補
正
予
算
、
条
例
の
一
部
改
正
３
件
、
決
算
認
定
６
件
、
人
事
案
件
な
ど

の
提
案
が
あ
り
、
審
議
の
結
果
、
全
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

保
育
施
設
の
統
合
、
認
定
こ
ど
も
園
の

開
設
に
向
け
て
始
動  

◇高速バス待合室建設用資材
◇道路等補修工事
◇町道わだち掘等舗装補修工事
◇社会体育施設修繕料
◇災害廃棄物処理等委託料
◇衆議院議員選挙費
◇道路橋梁河川災害復旧費（台風18号）
◇農業用施設災害復旧費（台風18号）
◇水道復旧事業支出金（繰出金）
◇農地・農業用施設災害復旧工事

一般会計
（６・７回目の補正）

60万円の増額
400万円の増額
500万円の増額
100万円の増額
100万円の増額

1,032万円の増額
398万円の増額
235万円の増額
125万円の増額
600万円の増額

2億 5,901万円 増
総額85億5,409万円

一般会計の主な補正（本文記載以外の歳出）

平成29年度　補正予算

般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
）
は
定
例
会
初

日
（
９
月
13
日
）
に
審
議
が

行
わ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

　

民
生
費
の
歳
出
で
は
保
育

施
設
建
設
工
事
の
現
況
測
量

委
託
料
に
３
２
４
万
円
、
基

本
設
計
委
託
料
に
６
７
６
万

円
、
用
地
購
入
費
に
１
１
９

４
万
円
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
は
平
成
32
年
４
月
に
第

一

成
28
年
度
の
一
般
会

計
を
含
む
６
会
計
の

決
算
に
つ
い
て
、
９
月
25
日

と
26
日
の
本
会
議
で
審
議
を

行
い
、
採
決
の
結
果
、
全
会

計
を
認
定
と
し
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
決
算
で
は
、
歳

入
１
０
７
億
３
９
５
４
万
円

に
対
し
、
歳
出
１
０
３
億
９

９
５
７
万
円
と
な
り
、
差
引

残
高
３
億
３
９
９
６
万
円
に

つ
い
て
は
１
億
円
を
財
政
調

平
成
28
年
度
決
算
を
認
定

整
基
金
へ
積
み
立
て
、
残
り

を
平
成
29
年
度
会
計
へ
繰
り

越
す
処
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

債
務
残
高
は
清
水
小
学
校

プ
ー
ル
建
設
事
業
や
西
十
勝

消
防
組
合
本
部
か
ら
の
事
務

承
継
に
よ
り
増
加
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
近
年
は
減
少
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　

基
金
残
高
に
つ
い
て
も
増

加
傾
向
に
あ
り
、
本
町
の
財

政
状
況
は
回
復
し
て
き
て
い

取
方
法
、
統
合
後
の
第
二
保

育
所
跡
地
の
活
用
な
ど
に
つ

い
て
質
疑
が
あ
り
、
執
行
側

か
ら
は
「
概
要
が
ま
と
ま
っ

た
ら
、
保
護
者
説
明
会
の
開

催
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
公
募
）
に
よ
り
意
見

の
聴
取
を
行
い
た
い
。
跡
地

の
活
用
に
つ
い
て
は
町
有
地

を
総
合
的
に
考
え
た
中
で
、

有
効
活
用
で
き
る
よ
う
早
め

に
検
討
し
て
い
き
た
い
」
と

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
新
規
事
業
と
し
て
、

商
工
費
の
歳
出
で
は
１
年
以

上
町
内
の
賃
貸
住
宅
に
入
居

し
て
い
る
人
が
町
内
に
住
宅

を
新
築
又
は
取
得
す
る
場
合

に
奨
励
金
（
現
金
及
び
商
品

券
、
最
高
80
万
円
）
を
交
付

す
る
、
定
住
促
進
住
宅
取
得

奨
励
金
２
８
０
万
円
が
計
上

さ
れ
ま
し
た
。

平

補
正
予
算
案
を
可
決


